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偽の収入証明書にご注意ください 

 

実態は不明ですが、一部報道によれば、偽の収入証明書（源泉徴収票、給与明細書）を

発行する「アリバイ会社」が急増しているとのことです。 

融資の申込みに際し、偽の収入証明書が利用されることも考えられますので、融資申込

者より提出された収入証明書が真正なものであるか否かについては、慎重にご確認くださ

いますようお願いいたします。 

 

以上 


